
＜クリーンセンター多摩川への持込み方法＞

●市の指定収集袋（黄色・ピンク色）で出す以外にも、クリーンセンター多摩川へ持ち込むことができます。

・ご自宅の片付けや引っ越し等で、発生した粗大ごみも処理券が不要で、ごみを持込むことができます。
・年末の片付け等で出たごみも持ち込むことができます。

※処理料は、重量換算になり、10kg当たり430円のごみ処理手数料がかかります。
　　（指定収集袋及び粗大ごみ処理券は不要です）

①車に処分す
るごみを積み
込む。

※可燃・不燃・粗大ご
みに分ける。
※有害物等、持ち込み
不可なものは敷地内
立ち入りできない。
※指定収集袋に入れ
る必要はありません。

⑥市役所内
の銀行等の
最寄りの金融
機関の窓口で
ごみ処理手数
料を支払う。

②市役所３階生活
環境課の窓口で,
免許証を提示し、
「ごみ搬入持込伝
票」を記入する。
その後、職員が駐
車場まで行き、搬
入物に処理困難
物が含まれていな
いかチェックをす
る。
※搬入伝票は可燃用で１枚、

不燃・粗大用で１枚、最大計２

枚記入していただきます。

③クリーンセン
ター多摩川へ、ご
みを搬入する。

※場所が不明な場合は、
生活環境課で案内地図を
配布します。
※処理工程が異なること
から、施設内で可燃ごみと
不燃･粗大ごみそれぞれ持
込場所が異なります。
※持込場所は施設職員が
ご案内します。

⑤市役所３階生
活環境課の窓口
で計量票を提出
し、納付書を受
け取る。

※10kg当たり
430円のごみ処理
手数料が発生しま
す。

④クリーンセン
ター多摩川で
発行された計
量票を持ち、
市役所に再度
戻る。


